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◎ 総　論
第１章　計画の概要
1　計画策定の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本は世界に例を見ないスピードで高齢化時代を向えています。豊丘村の高齢化率も平成20年10月現在で29.1％と高い水準にあり、今後さらに高齢化が進行する状況です。また、75歳以上の後期高齢者人口が多くなる中で、要介護高齢者の増加、介護の長期化という深刻な問題も多くなってきています。

この計画はこのような状況の中で、これまでの高齢者保健福祉施策に対する取り組みを踏まえ、介護保険の運営や高齢者に対する生活支援・介護予防・生きがい対策、認知性高齢者の対応など高齢者保健福祉に対する重要な課題に対して、目指すべき基本的な政策目標を定め、その実現に向けて取り組むべき施策を明らかにするものです。

　　　
2　計画の基本理念　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　この計画は、介護を社会全体で支えるという理念のもとに発足した介護保険制度にあわせて始まったものです。

豊丘村では制度発足の平成12年に「生きがいをもって、安心して暮らせる村づくり」を目標と定め計画を実施しています。
3　計画の性格・位置づけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　高齢者福祉計画・介護保険事業計画は老人福祉法第20条の8の規定に基づく「老人福祉計画」と介護保険法第117条の規定に基づく「介護保険事業計画」を一体のものとして策定するものです。さらには「第4次豊丘村総合振興計画、長野県老人福祉計画及び第4期介護保険事業支援計画との整合性を図り策定します。
4　計画の作成時期及び期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　本計画の計画期間は、平成２１年度から平成２３年度までの３年間です。介護保険法の規定により３年を１期とする計画として策定します。

平成２１年度を初年度として、平成２３年度を目標とする計画とし、平成２３年度において見直しを行います。
5　日常生活圏域の設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　第3期計画より、介護を要する高齢者が、住み慣れた地域で住み続けることができるよう、圏域ごとに必要とされる介護サービス量を見込む単位として、日常生活圏域が設定されました。この日常生活圏域は、地理的条件、人口、交通等の社会的条件を考慮して設定してあり、介護サービスのバランスの取れた提供を実現する単位です。

6　計画の策定経過と評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　本計画は、外部の学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、介護者、各種団体代表者等の参加を得て計画策定委員会を設置し、原案の検討を行いました。

平成20年10月より5回の委員会を開催し、21年3月の委員会で計画の最終決定に至りました。

計画の進捗状況については、計画策定委員会の委員を中心に組織する「地域包括支援センター運営協議会」において、毎年度の分析や評価をしていきます。
第２章　基本的な理念

１　高齢者保健福祉の現状と課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　(1) 高齢化の現状と将来推計
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豊丘村の65歳以上の高齢者人口は2,062人（平成20年10月）で、高齢化率は29.1％となっており、長野県平均を大きく上回っています。特に75歳以上の後期高齢者数が65～74歳の前期高齢者数を平成15年度より上回り以降徐々に増加しています。

今後の高齢者人口については、前期高齢者の減少が予測されるものの、総体の高齢者人口は増加傾向にあると予測されます。当然ですが高齢化率も増加し、平成23年度には29.6%、平成26年度には30.2%になると見込まれます。

高齢者の独り暮らしや高齢者のみの世帯が増えているなか、介護者の高齢化も進むことが予想されます。このような地域社会や生活環境の変化により、今後も家庭介護力がさらに低下していくことが見込まれます。

豊丘村の将来人口推計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	種別・年度
	平成19年
	平成20年
	平成21年
	平成22年
	平成23年
	平成26年

	総　人　口
	7,119
	7,052
	6,994
	6,943
	6,900
	6,836

	第2号被保険者数
	2,240
	2,236
	2,236
	2,240
	2,247
	2,287

	第1号被保険者数
	2,058
	2,051
	2,047
	2,045
	2,045
	2,062

	
	前期高齢者人口
	858
	847
	835
	824
	814
	790

	
	後期高齢者人口
	1,200
	1,204
	1,212
	1,221
	1,231
	1,272

	後期高齢者構成比
	58.3％
	58.7％
	59.2％
	59.7％
	60.2％
	61.7％

	高齢化率
	29.5％
	29.1％
	29.3％
	29.5％
	29.6％
	30.2％


・前期高齢者とは65歳～74歳、後期高齢者とは75歳以上

・第1号被保険者の数は住所地特例者は含まれていません
・第2号被保険者数は40歳から64歳の住民

　(2) 要介護・要支援認定者数の状況
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平成20年10月現在、高齢者の16.5%（339人）が要介護・要支援認定を受けています。そのうち75歳以上の後期高齢者では25.3%（305人）を占めており、後期高齢者については約4人に1人が要介護認定を受けていることになります。
人口推計により、後期高齢者数は年々増加していくこと、また平成20年前期・後期高齢者別の要介護認定者の出現率によると、後期高齢者の出現率が高いことから、要介護認定者数についても増加し、平成23年度には出現率が18.0%（368人）、平成26年度には17.5%（361人）となると推計されます。
要介護認定者の将来推計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
	種別・年度
	Ｈ20年
	Ｈ21年
	Ｈ22年
	Ｈ23年
	Ｈ24年
	Ｈ25年
	Ｈ26年

	高齢者人口
	2,051
	2,047
	2,045
	2,045
	2,049
	2,054
	2,062

	合計
	339
	346
	351
	368
	354
	357
	361

	
	要支援1
	29
	30
	31
	32
	31
	32
	32

	
	要支援2
	32
	33
	35
	36
	35
	35
	34

	
	要介護1
	56
	57
	58
	60
	57
	58
	59

	
	要介護2
	64
	64
	65
	68
	66
	66
	68

	
	要介護3
	58
	61
	61
	65
	62
	62
	63

	
	要介護4
	49
	49
	50
	52
	50
	50
	52

	
	要介護5
	51
	52
	52
	55
	53
	53
	53

	対高齢者出現率
	16.5%
	16.9%
	17.2%
	18.0%
	17.3%
	17.4%
	17.5%


　　　　・要介護認定者数は第1号被保険者のみの数字です。
(3) 介護認定者の実態把握

　　　豊丘村介護保険要介護認定者の実態把握は認定統計、平成１９年に実施した高齢者実態調査、担当ケアマネージャーからの意見集約などから行いました。

1 年度別認定者状況

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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認定者は平成18年以降340人前後で推移し高齢者人口に対する認定率も17％前後となっています。豊丘村の特徴として要介護３から５の重症者が多く、原因疾患は脳血管疾患（脳卒中）や認知症など脳の病変に起因するものが多くなっています。

原因疾患は認知症32.5％、脳血管疾患28.9％、関節疾患18.7％の順になっています。

2 20年度新規認定者状況

[image: image13.emf]（平成19年度高齢者実態調査）


新規認定者では骨折、関節疾患21人、認知症18人、脳血管疾患15人に順になっています。

骨折、関節疾患での認定者は比較的介護度が低く、平均年齢が82歳と高くなっています。認知症では介護度は要介護1から４と中間で平均年齢が85歳と高齢なのが特徴です。脳血管疾患は介護度は重症で平均年齢は75.5歳と低くなっています。

3 高齢者実態調査
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認定者の世帯構成

一人暮らし高齢者と高齢者のみの世帯が25％を占めているのが現状です。16年度の調査に比較しても５％上昇しており今後もこの割合の増加は予測されます。

4 サービス利用状況
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　　　　介護保険サービスの利用状況と今後の利用希望

施設介護サービスを利用していない要介護認定者のうち、86%の方が何らかの介護保険サービスを利用しており調査時点においては、在宅でサービスを受けている方の10%が施設入所によるサービス利用を希望しています。

在宅サービスの中でも施設を利用したサービス（通所系サービス・短期入所サービス）の利用が多く、また短期入所については今後の利用希望も高くなっています。

平成20年2月現在32名の方が特別養護老人ホーム入所を希望されていますが同時期の入所者高齢化、重度化しており70歳代の方や軽症の場合には特別養護老人ホームへの入所は困難と予測されます。

	特別養護老人ホーム利用者・希望者状況
	
	
	（21年2月現在）
	
	
	
	
	

	
	
	待機者
	
	
	
	
	
	
	入所者
	
	
	
	
	

	
	年齢
	人
	介護度
	人
	世帯構成
	人
	待機場所
	人
	
	年齢
	人
	介護度
	人
	世帯構成
	人

	
	90歳以上
	10
	5
	9
	独居
	9
	在宅
	6
	
	90歳以上
	14 
	5
	11
	独居
	9

	
	80歳代
	17
	4
	8
	高齢
	4
	老人保健施設
	13
	
	80歳代
	9 
	4
	11
	高齢
	4

	
	70歳代
	5
	3
	9
	同居
	19
	病院
	7
	
	70歳代
	4 
	3
	5
	同居
	14

	
	
	
	2
	2
	
	
	施設
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	4
	
	
	GH
	4
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自宅以外の施設等への入所希望

⑤ケアマネージャーからの意見（認定者の実態）

・最近の社会情勢から介護者や家族の収入も減少している。介護費用の負担も増大している。

・独居や高齢者の世帯が多くなっている。限度枠を越した分は自費となるがあまり負担が多くなると在宅ではなく施設へ・・となってしまう。

・サービス事業所のサービス提供定員がいっぱいになってきた時に、最初から使っていた人たちはサービスが増やせるが新規での利用ができない。

・限度枠オーバーで自費のサービスを使っている人がいる。
・山間部の独居者は生活を支えるサービスも必要だ（生活支援ヘルパー）

・独居高齢者で介護度が低い人たちは生活支援ヘルパーが必要である

・ショートステイなど在宅サービスが充実すれば長期入所から家に戻る人も居ると思う。

・吸引機を使って在宅療養を送る人も出てきており費用負担もおおきい。
・高齢者世帯や介護力が弱い家庭が増えている。

・今後は「住み慣れた土地で最後まで・・」と考える人が多くなると思う。

・在宅が困難・・となった時に地域でも暮らし続ける事を希望する人が増えるのではないか。

要介護者や介護者と接することの多いケアマネージャーは高齢世帯の増加など家庭介護力の低下を感じ在宅生活を支えるにはショートステイや生活支援介護の充実が必要であると感じています。さらに在宅が困難になった場合にも住みなれた地域での生活を望む声を聞き取っており介護つきの多様な住まいについて検討しなければならないところです。
(4) 高齢者保健福祉の現状
①　介護保険対象サービスの状況

　　　豊丘村の介護保険サービス利用状況は、在宅サービス・施設サービスともに全国平均を上回っています。また、平成17年度の制度改正を受け平成18年度から介護予防サービスが実施されています。
　　　居宅サービスについては、訪問・通所系サービスを中心に第3期計画推計数値を大きく上回る利用がされています。

地域密着型サービスについては、平成18年に村内においてグループホームが開所したことに伴い、利用者が大幅に伸びています。

19年度サービス利用実績
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②　介護保険サービス基盤の状況
○　村内に所在するサービス事業所の状況

	サービス種類
	事業所
	運営主体
	定員
	備考

	通所介護

（予防通所介護）
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ほほえみ
（豊丘村社会福祉協議会指定通所介護事業所）
	豊丘村社会福祉協議会
	30名
	

	
	宅老所　きずな
	(有)介護のしおや
	12名
	

	通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

(予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ)
	はやしの杜
	（社福）林の杜
	30名
	

	訪問介護

（予防訪問介護）
	豊丘村社会福祉協議会
　指定訪問介護事業所
	豊丘村社会福祉協議会
	
	

	
	ヘルパーステーションかわの
	（社福）みなみ信州
	
	

	居宅療養管理指導

(予防居宅療養管理指導)
	吉川医院
	吉川　史
	
	

	
	小沢医院
	小澤　眞嗣
	
	

	
	宮川歯科医院
	宮川　達二
	
	

	
	水野歯科医院
	水野　邦彦
	
	

	グループホーム
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　あぐり河野
	（社福）みなみ信州
	9名
	

	短期入所

（予防短期入所）
	はやしの杜
	（社福）林の杜
	100名
	

	介護老人保健施設
	はやしの杜
	（社福）林の杜
	
	


○　近隣市町村に所在する利用の多いサービス事業所の状況

	サービス種類
	事業所
	運営主体
	定員
	備考

	通所介護
（予防通所介護）
	特養 あさぎりの郷
	（社福）ｼﾞｪｲｴｰ長野会
	20名
	高森町

	訪問介護

（予防訪問介護）
	みなみ信州指定訪問介護事業所
	（社福）みなみ信州
	
	飯田市

	
	社会福祉法人ぽけっと
	（社福）ぽけっと
	
	喬木村

	訪問看護

（予防訪問看護）
	訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ふれあい
	長野県厚生農業協同組合連合会
	
	高森町

	通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

(予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ)
	下伊那厚生病院
	長野県厚生農業協同組合連合会
	40名
	高森町

	
	円会センテナリアン
	医療法人円会
	50名
	高森町

	訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

(予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ)
	下伊那厚生病院
	長野県厚生農業協同組合連合会
	
	高森町

	短期入所

（予防短期入所）
	特養 あさぎりの郷
	（社福）ｼﾞｪｲｴｰ長野会
	20名
	高森町

	
	円会センテナリアン
	医療法人円会
	
	高森町

	
	特養 喬木荘
	喬木村
	10名
	喬木村


	特別養護老人ホーム
	特養　あさぎりの郷
	（社福）ｼﾞｪｲｴｰ長野会
	60名
	高森町

	介護老人保健施設
	円会センテナリアン
	医療法人円会
	140名
	高森町

	介護療養型病床
	下伊那厚生病院
	長野県厚生農業協同組合連合会
	38名
	高森町

	
	下伊那赤十字病院
	日赤長野県支部
	18名
	松川町


③　介護保険対象外サービス基盤の状況
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○　養護老人ホーム

　　　平成19年度末には11名の措置入所者でしたが、現在は12名の入所となっております。
④　介護予防・生活支援事業
従前からの介護予防・生活支援事業に加え、介護保険制度が始まると同時に、はつらつデイサービスをはじめとした各種介護予防・生活支援サービスもスタートしました。大半の事業については社会福祉協議会において村からの事業費負担を受け実施していますが、年々利用者も増加し、事業内容も高齢者の間に浸透してきています。

特にはつらつデイサービスの利用者は年々増加しており、利用回数を増やしてほしい旨の要望も多くなっています。今後、より充実した活動を推進する必要もあり、村内通所介護事業所への事業委託を検討していきます。要介護状態への進行を防ぐため重要となる事業であり、今後も事業の充実を図ります。

⑤　各種健診

豊丘村では特定健診、がん検診（胃・大腸・子宮･乳房）を実施しています。いずれの検診も自分の体の状態を理解し、生活習慣の積み重ねにより体に変化が起きていないかを確認し、改善していくための入り口にあたるものです。

多くの住民の方に受診していただけるように受診しやすい環境づくりに取り組んでいきます。
(5) 今後の取り組むべき課題

①『活動的な８５歳』に向けての健康づくり
高齢期はそれまでの生活習慣の違いから個人によって健康状態、活動状態に大きな差が生まれます。そこで「活動的な85歳」を目指し健康寿命の延伸を目的とする「健康とよおか２１」による健康作りを積極的に推進します。
2 介護予防

要介護状態の原因疾患の第2位となっている脳卒中は高血圧と糖尿病が基礎疾患にある場合が多くなっています。これらの基礎疾患は成、壮年期から早期予防・改善に取り組むことで全身の血管を守ることができ脳血管疾患のみならず、心疾患の予防が可能です。さらに、肥満を基礎とする｢メタボリック症候群｣といわれる複数の検診結果の異常を併せ持つ状態が、脳や心臓等の血管の病気を起こすことが明確になってきました。そのまま放置すれば腎機能にも影響を及ぼし腎不全など重大な健康障害を招くことになります。平成20年から後期高齢者医療制度による特定検診、特定保健指導が実施されメタボリック症候群に対して重点的に改善を求められるようになりました。今後は発症予防を含めた保健指導を重点的に実施する必要があります。

また、肥満は膝、腰などの関節に過度の負担をかけ加齢とともに生活に支障をきたし、要介護状態を招きます。若年期から適正体重を保ち、筋力をつけるための運動習慣、食事習慣付けへの取り組みが必要です。

3 介護サービス基盤の整備

認定者のうち、認知性高齢者の割合が高くなってきており、総合的な対応策を講じる必要があります。認知性高齢者やひとり暮らし高齢者等の増加を踏まえ、一人ひとりが住み慣れた地域での生活が継続できるよう、サービス体系の見直しや地域における総合的・包括的なマネジメント体制の整備を図る必要があります。

4 その他の課題

(1) 生きがい対策

高齢期が長期化している現状を踏まえ、高齢者クラブ活動をはじめとした高齢者に対する多様な生きがい活動の支援を図ることも必要です。

(2) 住居、交通対策

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の増加、また家庭における介護者の高齢化が進んでおり、こうした家庭における自立した生活を地域で支援し、介護を支えていく必要があります。

山間部には高齢世帯も多く介護や生活を支える上での交通対策は欠かせません。高齢者が利用し易い交通手段の確保に取り組む必要があります。

２　高齢者福祉の基本的な政策目標とその実現のために重点的に取り組む施策　　
(1) 生きがいづくり

① 高齢者自発活動の支援

健康で活動的な高齢者の活力を生かした村づくりを推進するため、高齢者に対し、第二の現役世代としての社会参加と多様な生きがい活動の場が提供できるための支援をしていきます。高齢者クラブ・シルバー人材センター等の支援をはじめとし、健康活動・友愛活動・奉仕活動等を通じて、自らの能力を最大限に生かして自立した日常生活を営むことができる環境づくりを推進します。

② はつらつデイサービスの充実

現在実施しているはつらつデイサービスは、各種サービスを提供し要介護状態になることの予防に役立っています。今後も内容の充実を図り、社会的孤立感の解消や自立生活の助長のため事業の充実を推進していきます。

③ 高齢者を支える地域づくり
住みなれた地域で暮らし続けるために地域全体で高齢者を理解し支える体制作りを推進していきます。特に認知症高齢者の理解を深める活動を中心に地域全体の高齢者ケアの構築に努めます。

 (2) 健康づくり

健康診断・健康相談・学習会などを通じて個人が自分の体を知り、自分にあった方法で健康寿命が延ばせる施策を推進します。

脳血管疾患につながる生活習慣病は高齢期特有のものではなく、生涯を通じての予防計画が大切であり、21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）の地方計画「健康とよおか21」に基づき、青・壮年期の健康づくりを基盤に高齢者が1日でも多く健康で過ごせるようにします。

高齢期は青・壮年期以上に要介護原因疾患発症のリスクが上がる時期であり、健康診断の受診より健康状態を把握するとともに、適切な医療につなげることで重症疾患の発症予防が行えます。65歳以上の未受診者には訪問指導を行い、受診率の向上に努めます。

(3) 介護予防

　＜脳血管疾患予防＞　　

豊丘村における介護保険2号認定者の原因疾患は脳血管疾患が60％を締めており、1回の発作で障害が大きく介護期間も長期化します。脳血管疾患のうち脳出血は高血圧の改善によりかなりの率で予防が可能です。脳梗塞は再発を繰り返し重症化し高齢期は青・壮年期以上に要介護原因疾患発症のリスクが上がる時期であり、健康診断の受診により健康状態を把握するとともに、適切な医療につなげることで重症疾患の発症予防が行えます。65歳以上の未受診者には保健指導を行い、受診率の向上に努めます。


[image: image3]
＜関節疾患予防＞　　　

　認定原因中で関節・筋肉などの支持組織の異常や骨折などが20％をしめています。高齢者の骨は加齢によって弱くなりますが、筋・関節の痛みは骨の傷みをカバーできなくさせ、転倒によって簡単に寝たきり状態を引き起こします。個人にあったリハビリ相談を実施し適切な筋力維持の運動（転倒予防、リハビリ体操、かんせつに負担のかからない運動）が高齢者の生活で行えるような取り組みを実施します。

　又、肥満者は関節の負担が大きく、変形性の関節障害を生じ、運動機能が低下しやすいことから、若い年代からの肥満の予防と改善を推進します。　

＜重症化予防＞
認定者の中には脂質代謝異常、糖代謝異常、高血圧などの重複した病態が見られます。このような重なりは脳血管疾患の再発、腎機能障害などを引き起こし寝たきりや腎不全（人工透析の導入）につながり本人のＱＯＬ低下とともに介護の必要性が高くなります。

担当ケアマネージャーと連携し認定者であっても血管を守り重症化を招く疾患の予防を推進します。

　＜認知症対策＞

介護が必要になった状態でも軽症時から通所サービス、短期入所を利用することで在宅での介護を続けることができ、介護者の負担の軽減のみならず、症状の悪化を防ぎ重症化の予防につながります。リハビリや適切な医療の確保を推進します。

しかし、今後後期高齢者人口の増加に伴って認知症高齢者の増加もみこまれ重症化によって家族介護が難しくなることも予測されます。介護への負担を少しでも軽減するために、軽度のうちから介護者や家族への支援が必要です。サービスの受け入れや理解が可能な時期から働きかけ認知症高齢者が安心してすごせる場の確保に取り組みます。

また、地域全体が認知症に対する理解を深められる働きかけを展開し認知症高齢者及び介護者が安心して暮せる地域づくりに取り組みます。

 (4) 介護者の支援

①　介護保険の周知徹底　　死亡者の介護保険利用率


[image: image4]
毎年の死亡者のうち50～70％の方が介護保険を利用していました。特に75歳から84歳では55％85歳以上では78％の方が利用しています。平成12年に介護保険が施行され高齢者の介護保険サービスの利用意識は高くなっています。一方で若年層には制度に無関心な世代も多く今後も広報、地区学習会などで周知に努めます。

2 介護者の健康管理

介護者は[image: image20.emf]要介護度別施設サービス利用者数の見込
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子・子の配偶者が48％、配偶者が35％となっています。年齢は64歳未満が43％75歳以上が27％です。配偶者の場合は高齢で健康面での問題が多くなり、子・子の配偶者では仕事を持ちながらの介護で、疲労も多く精神的ストレスも問題となります。

　在宅介護では介護者を支えることも重要であり健康管理を含め介護者の支援が必要となります。
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介護者交流の推進　

介護をしている者同士が、病気のこと・生活のことなどを話し合いながら、連携を深めることを目的に介護者の交流の場を充実し、また利用しているサービスの質の向上を図るため、意見交換の場としても提供していきます。

4 家族介護支援の充実

家族を介護から一時的に解放し、介護者相互の交流により元気回復を図り、また介護者自身の健康づくりを進めていくため、交流会・介護方法の講習会・介護相談等を継続して推進します。

5 介護費用の軽減

介護者の精神的負担の一因として経済的負担が挙げられます。後期高齢者の中には国民年金受給者が多く、中には受給金額が低く介護者が介護費用を賄っているケースも見られます。そのような経済的負担を軽減し在宅介護が継続できるように介護用品に対する補助を行います。

(5) 介護保険サービスの基盤整備

今後豊丘村でも増加が予測される認知性高齢者は、軽いもの忘れ程度であれば自宅からの通所介護によって在宅介護が可能です。しかし、重症化すれば夜間の徘徊や介護者への暴行など、認知症の専門医でなければ対応できなくなります。要介護認定者の32％をしめる認知症高齢者が地域において必要な介護が受けられるよう、地域密着型サービスの通所介護（宅幼老所）・グループホームを中心とした介護サービスの基盤整備を検討・推進します。

また、山間部においては、独り暮らしや高齢者世帯で要介護認定を受けている方や生活支援が必要な方が増えてきています。今後そのような方が住み慣れた地域で自立した生活が営めるよう、介護支援機能・居住機能が総合的に提供できる施設の必要性を検討します。

　　　　
◎ 各　論（施策の展開・推進の体制）

第１章　施策の展開

豊丘村では「生きがいを持って安心して暮らせる村づくり」を目指して具体的に次のような施策を推進します。

○　健康な高齢者

各種健診や健康学習を通じ青年期・壮年期からの健康づくりを行い生活習慣病の予防に取り組みます。

○　介護予防策の充実

脳血管疾患予防・認知症の重症化予防・転倒予防・再発予防を中心に介護予防教室等の予防事業を推進します。

○　在宅介護サービス推進のための基盤整備

高齢者が住み慣れた地域で必要な介護サービスが受けられるよう、サービスの基盤整備を推進し、在宅介護継続可能な環境づくりを推進します。

第１節　高齢者の生きがいづくり・社会参加の支援　　　　　　　　　　
今後も進む高齢化社会のなかで、高齢者の生きがいづくり、仲間づくりや学習の場を提供していくことは重要な課題です。
村では、生きがいづくり・社会参加の各種サービスを推進し、高齢者の活力を生み出せるような施策を推進していきます。

①　公民館活動（公民館学習会）

(1) 学習会

毎月1回（年10回）の高齢者学習会が開催され、毎年100名程度の参加者があります。今後も高齢者の身近な学習の場として位置づけ、継続して実施していきます。

(2) 各種クラブ

公民館との連携を図り、各種クラブへの参加による仲間づくりなどの活動を支援します。
②　高齢者クラブ

現在9ヵ所の単位クラブに910名の高齢者が加入し、高齢者クラブ連合会も組織されています。健康活動・友愛活動・奉仕活動等を通じ、自らの能力を最大限に生かして自立した日常生活を営むことができる環境づくりに寄与しています。

健康で活動的な高齢者の活力を生かした村づくりを推進するため、高齢者クラブ・高齢者クラブ連合会への活動助成・活動支援は継続して実施します。

③　高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

高齢者クラブ連合会に事業を委託し、単位クラブ毎に「シルバークッキング」の名称で活動しています。村栄養士が講師の料理教室開催による健康活動・教育により、高齢期の生きがいと健康づくりに寄与しています。男性をメインにした教室となっており、特に生きがいづくりや介護予防に有効な施策であるため、今後も継続して実施します。

④　シルバー人材センター

平成11年4月から(社)飯田広域シルバー人材センターに加入し、多くの会員の方が活動しています。今後も継続して活動助成を行い、豊かな体験やすぐれた技術を社会に役立てることにより、高齢者の生きがい対策・就労対策を推進します。

⑤　憩いの家・介護予防拠点施設はつらつの開放

現在においても65歳以上の高齢者を対象に憩の家・介護予防拠点施設はつらつを無料開放し、入浴を中心に地区高齢者の憩いの場となっています。毎月800名ほどの利用があり、高齢者の交流と自発的活動の助長に寄与していますので、継続して実施します。

⑥　生きがい対応型デイサービスセンター「はつらつ」

はつらつデイサービスの利用者は年々増加しており、利用回数を増やしてほしい旨の要望も多くなっています。運営は豊丘村社会福祉協議会への事業委託により実施しています。要介護状態への進行を防ぐため重要となる事業であり、今後も事業の充実を図っていきます。
　
○ はつらつデイサービス

	種別・年度
	19年度実績
	20年度見込

	
	実施箇所
	延べ人数
	実施箇所
	延べ人数

	はつらつデイサービス
	1箇所
	3,161人
	1箇所
	3,100人


	はつらつデイサービス登録者数

	地区
	男
	女
	計

	河野
	1人
	16人
	17人

	堀越
	1人
	16人
	17人

	田村
	2人
	23人
	25人

	佐原
	2人
	13人
	15人

	林・林原
	4人
	21人
	25人

	伴野
	1人
	4人
	5人

	小園
	0人
	5人
	5人

	福島
	0人
	6人
	6人

	壬生沢
	3人
	14人
	17人

	計
	14人
	118人
	132人


介護予防拠点施設「はつらつ」を基点に月17日稼動。

7班編成で月2回の利用者と3回の利用者（希望者のみ）をA・B・Cとして分けています。
第２節　要介護予防・健康づくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　
健康は、充実した人生を送るための基本です。

高齢者が生涯にわたり、健康でいきいきとした生活を送ることができるよう、また障害を持つ状態になっても、さらに悪化させないための健康増進事業　介護予防事業を始めとした各種サービスを推進していきます。

今後は疾病（特に生活習慣病）の予防と、寝たきりなどの介護を要する状態となること、またその状態の悪化の予防を通じ、「健康日本21」｢健康とよおか２１｣の目標でもある健康寿命の延伸を図ることを重点的な目標としつつ、医療保険制度や介護保険制度の安定的な運営に資する取組を推進します。

※「健康日本21」・平成12年3月に厚生労働省より出された21世紀における健康づくり運動

１　健康とよおか２１・後期高齢者医療制度による健康づくり

① 若年層からの健康作り　　　

脳卒中と認知症は豊丘村でも年々多くなっており、共に脳の血管が傷むことに起因する病気です。そしてその根底に高血圧と糖尿病があります。そこで健診・健康相談・学習会での高血圧・糖尿病の方で治療されてない方、治療中でも血圧や血糖値の高い方に対して訪問などを行っていきます。又、メタボリック症候群といわれる、血管の障害を起こしやすい状態が継続していかないように、若い年代からの肥満の予防と改善に重点的に取り組みます。

脳卒中を起こされた方に対しても再発予防のため、治療状況の確認や健診受診の働きかけを行います。また若い世代として消防団、子育て中の母親、農業従事者、自営業者の中高年層に対しての学習活動も積極的に行います。

② １号被保険者の健康づくり

健康とよおか21「早世・障害予防」を目標に、早期発見・早期治療による血管損傷を予防するため今後も基本健康診査を行います。治療を必要とするところまでは至らないが、正常値以上の状態が継続・重複することで血管を傷めます。そのため健診は自分の体の状態を理解する１つの方法として若い時からの受診が必要であり、受診結果の学習活動も充実させて、生活習慣病予防を推進します。

がんの早期発見及び早世予防のため、各種がん検診を多くの方に受診していただけるよう保健指導を充実させるとともに、要精密検査の方に医療機関での精密検査受診の勧奨を行っていきます。

※「早世予防」・・・若い年代層の死亡を防ぐこと

　６５歳訪問の状況

1号被保険者となった65歳に達した方を対象に訪問指導を実施しました。（Ｓ17年生まれ、Ｓ18年生まれの皆さん）訪問時面接できた状況は下記のとおりです。
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65歳では仕事を持ち働いている人が多く、交通手段も自分で自動車免許を持っており活動的であるといえます。健診の受診は64％の方は受診していますが４７％の方は未受診でした。健診は体を理解し生活習慣を見直すために必要であり、平成20年度から施行された新しい医療制度では74歳までは医療保険者が行う特定健診の受診が義務となっています。今後、65歳以上の方が健診を受診し生活習慣病の予防に取り組めるよう保健指導に取り組みます。

２　介護予防

改正介護保険法に基づき、65歳以上の高齢者は地域支援事業において、要支援・要介護に陥らないための介護予防事業が実施されています。地域における包括的・継続的なマネジメント機能を維持していく観点から、地域包括支援センターは豊丘村直営で設置し事業を推進しています。

具体的には、生活機能の低下の予防や維持・向上に着目しながら、活動的な状態にある元気高齢者を対象に行う「介護予防一般高齢者施策」と、虚弱な状態にある高齢者を対象に「介護予防特定高齢者施策」が実施されます。その実施にあたっては、生活習慣病予防と介護予防が相互に関係していることから、生活習慣病予防との密接な連携の下に実施します。

従来は、「健康的な65歳」を目標として生活習慣病予防中心の取組を実施してきたところですが、今後は新たな目標である「活動的な85歳」を目指して、生活習慣病予防と介護予防の連携した取組が必要とされます。

高齢者クラブ・公民館（高齢者）学習会をはじめとし、村内において自主的な介護予防に資する活動が広く実施され、高齢者が積極的にこれらの活動に参加ししながら介護予防に向けた取組を実施する地域社会の構築を目指し、介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における自主的な介護予防に寄与する活動については継続的に育成・支援を実施します。

① 生活習慣病予防

前項おいて記載したとおり、青年層・壮年層からの健康づくりを基に予防を推進し、要介護認定原因疾患の5割近くを占める脳血管疾患・認知症の発症抑制に努めます。脳血管疾患や認知症の基礎疾患として高血圧と高血糖が挙げられますが、豊丘村は集団健康診断（ヘルススクリーニング）においても高血圧者は多く、65歳以上高齢者の世帯訪問で高血圧の放置など適切な予防医療に結びついていないケースもあります。又、糖尿病の治療者や健康診断での高血糖の異常者が年々増加傾向にあります。65歳以上の高齢者においても地域での健康学習や個人への訪問活動を通じて、脳血管疾患の発症予防に努めます。

65歳介護保険1号被保険者に到達した方を対象に健診受診など積極的な働きかけを実施し生活習慣病からの要介護状態の予防に努めます。

②　関節疾患予防

筋関節など支持組織を守る活動を展開し、後期高齢期においては転倒骨折予防など運動器疾患からくる要介護状態の予防に努めます。現状においても理学療法士によるリハビリ相談、運動指導士による体操教室を行っていますが、介護予防・寝たきり予防のために、今後も定期的に開催できるよう検討します。関節に負担をかけない運動教室の検討も行います。

③ 「はつらつ」デイサービス　<再掲>

はつらつデイサービスでは、趣味の講座・レクリエーションも取り入れながら、老後を明るく楽しい生活が営めるような取組を今後も推進します。

④ 訪問保健師派遣事業
従前より閉じこもり・認知症・うつ等の恐れのある高齢者を対象に訪問保健師等がその居宅を訪問し、相談・指導を実施してきました。要介護ハイリスクである独居高齢者、高齢者世帯にも訪問相談・指導を実施し、生活機能に関する問題を総合的に把握・評価を行い、要介護の状態に陥らないための相談・指導を推進します。

⑤ 認知症予防・対策
高齢者の増加とともに認知症高齢者も増えることが予測され家族介護のみでは対応できなくなっています。認知症は脳の病変であり、若年期から脳を守る（脳の血管を守る）予防活動を推進し発症予防に努めます。一方で地域全体で認知症を理解する取り組みを推進し適切な対応、ケアができる体制作りに努めます。
第３節　高齢者の自立支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　地域全体で支える体制の整備

　　① 地域包括支援センターを中心にした支援体制の整備

すべての高齢者とその家族が、安心した生活を営むためには、地域全体で生活全般にわたる支援体制を整備していく必要があります。
地域包括支援センターでは、高齢者に関する相談・情報を把握するために保健関係者や社会福祉協議会、民生委員・医療機関、高齢者クラブと連携を持ち、定期的に開催される地域ケア会議等において情報を共有化しています。

共有化した情報を基に、自立した生活を支援するため、多様なサービスを提供するとともに、既存のボランティア連絡会との連携を図りながら地域での支えあいを基本としたボランティアネットワーク構築を推進します。
　　② おいでなんしょ会（地区ミニデイサービス）の支援

現在、村内数箇所においてボランティアグループ・地域民生児童委員を中心に、ミニデイサービスを行っています。これは介護保険による通所サービス・はつらつデイサービスを補完する事業として、重要な役割を担っています。高齢者のひきこもり等を防止し、積極的な社会参加を促すため、今後も地域と連携を取りながら内容の充実を図り、支援も積極的に行います。

	種別・年度
	19年度実績
	23年度目標

	
	利用者数
	延人数
	利用者数
	延人数

	おいでなんしょ会
	173人
	400人
	200人
	450人


２　高齢者の自立した生活を支援するサービスの提供
すべての高齢者とその家族が安心した生活を営むために、今後も地域の協力も得ながら生活全般にわたる支援を推進していく必要があります。
自立した生活を支援するために多様なサービスを提供し、現在の制度を検証しながらより使いやすいサービスの提供を行います。

◇ 軽度生活援助事業

要介護認定手前の援護を要する高齢者を対象に、簡単な日常生活上の生活支援を行います。
　・外出時の援助(外出・散歩の付添、運転代行等)

　・食事・食材の確保(宅配の手配、食材の買い物等)

　・寝具類等大物の洗濯・日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
　・家周りの手入れ(庭・生垣・植木等)

　・軽微な修繕等(家屋の軽微な修理、家電修理等)

　・家屋内の整理・整頓(配偶者が亡くなった時等の遺品処理等)

　・雪下ろし、除雪
	種別・年度
	19年度実績
	23年度目標

	
	利用者数
	利用時間
	利用者数
	延人数

	軽度生活支援ホームヘルプ事業
	71人
	425Ｈ
	75人
	450Ｈ


◇ ヤクルトサービス

ひとり暮らしで希望する方に月4回、木曜日にヤクルトを2本無料配達するとともに、当該利用者の安否確認を行います。

	種別・年度
	19年度実績
	23年度目標

	
	利用者数
	配布本数
	利用者数
	配布本数

	ヤクルトサービス
	72人
	6,798本
	75人
	7,200本


◇ 緊急通報体制等整備事業（緊急時の支援体制をつくります）

独り暮らし高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報装置を設置します。

	種別・年度
	20年度設置実績
	23年度設置目標

	緊急通報装置設置
	23人
	27人


◇ 福祉タクシー

満73歳以上または重度心身障害者等（交通弱者等）の交通手殿を確保するため、当該利用者が運行業務委託タクシー(北部タクシー)を利用した場合、特定区域内に限り1回700円の自己負担で利用できます。
	種別・年度
	19年度実績
	23年度目標

	
	利用者数
	延人数
	利用者数
	延人数

	福祉タクシーサービス
	1,303人
	20,422人
	1,300人
	20,400人


◇ その他の外出支援サービス

要介護認定者が移送用車両（リフト付車両及びストレッチャー装着ワゴン車等）で利用者居宅と在宅福祉サービスや介護予防・生きがい活動支援を提供する場所、医療機関等との間を送迎する場合に、利用料金の1/2を助成します。
	種別・年度
	19年度実績
	23年度目標

	
	利用者数
	延人数
	利用者数
	延人数

	ストレッチャー装備車両利用移送
	10人
	27人
	10人
	30人


◇ 吸引機借用費補助事業（新規事業）

　　　　要介護認定者が在宅で利用する吸引機を借りた場合に、借用料の半額を補助します。補助金額の上限は2,500円/月です。
◇ 訪問理美容サービス

要介護者認定者で理美容院まで出かけれない方が、自宅での散髪を依頼した場合に出張費のみを補助します。出張費用（１回につき1,000円）を年5回まで支給します。※理美容代金は利用者負担

	種別・年度
	19年度実績
	23年度目標

	
	利用者数
	延人数
	利用者数
	延人数

	訪問理美容サービス
	2人
	10人
	3人
	15人


３　高齢者の居住・生活環境の整備
居宅において生活することが困難な高齢者を支援する施策については、今後も継続して推進します。

① 高齢者にやさしい住宅改良促進事業

居住環境整備に係る施策として、現在においても高齢者にやさしい住宅改良促進事業を実施し、介護保険制度の住宅改修を補完しながら在宅福祉の向上に寄与しています。

	種別・年度
	19年度実施実績
	23年度実施目標

	高齢者にやさしい住宅改良促進事業
	5　人
	5人


② 高齢者生活支援ハウス

山間部においては、独り暮らしや高齢者世帯で生活支援が必要な方が増えてきています。今後そのような方が住み慣れた地域で自立して生活が営めるよう、介護支援機能・居住機能を総合的に提供できる施設について必要性の検討を行います。

	種別・年度
	19年度
	23年度目標

	高齢者生活支援ハウス
	0箇所
	必要性の検討


③ 高齢者の移動手段の確保

村内の山間部は起伏の激しい地域が多く、移動手段は自家用車かバイク、1日3回の村営路線バスを使う方法しかないため、移動に苦労する高齢者が多くなっています。73歳以上の高齢者には福祉タクシー制度が従来からありますが、今後は福祉タクシーの事業費削減も視野に入れ、デマンド交通システムの導入を検討しながら前期高齢者も含めた移動手段について研究・充実を図ります。

第４節　認知性高齢者の支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
要介護認定者の原因疾患は数年前より認知症・うつが脳卒中等の血管疾患を上回っており、認知性高齢者は今後も増加することが予想されます。認知性高齢者の介護は負担が大きいことから、家族を中心に支援していくことが必要となっています。

新規事業導入も含め、様々な角度から支援できるサービスを提供できるよう検討していきます。

１　介護保険サービスの充実

① 認知症対応型共同生活介護施設（グループホーム）

平成18年2月、社会福祉法人が河野地区に定員9名のグループホームを開所したことに伴い、それまで年間2人程度で推移してきた利用者数は11名前後と大幅に増加しました。認知症高齢者の増加や施設利用の状況に対応し、今後は地域密着型サービスとして施設の増床や設置を検討していきます。
	種別・年度
	19年度
	23年度目標

	認知症対応型グループホーム
	1箇所
（定員9名）
	1箇所
（定員9名）


②通所介護（認知症対応型デイサービス）

村内には専門的に認知症高齢者に対応するデイサービスセンターはありませんが、平成16年度にコモンズハウス支援事業（県単事業）を活用して宅幼老所が整備され、認知症高齢者を中心に利用されています。

きめ細かな個別ケアを行うために宅幼老所等の小規模な通所施設は今後も必要であり、小学校区ごと1箇所の整備を検討します。

	種別・年度
	19年度
	23年度目標

	宅幼老所
	1箇所
	2箇所


２　認知症高齢者を介護する家族への支援
① 相談窓口の設置

介護者は他者にわからない悩みを持っています。

地域包括支援センターが拠点となり、家族・地域・民生委員と連携をとりつつ、状況把握・訪問等を実施することにより、早期の対処に努めます。

② 認知症高齢者介護教室

認知症高齢者を介護する家族は、長期間にわたり肉体的な疲労以上に精神的疲労を抱えています。認知症を正しく理解し、適切な対処方法についてこれまでも在宅介護支援センターが個別に対応してきましたが、今後のニーズも把握しながら学習会開催を検討します。

③ 緊急宿泊支援事業

介護者の急用等により家庭での介護が困難な場合に対応するために導入された制度ですが、短期入所施設の整備が年々充実し、現状は宅幼老所において当該所を利用する認知症高齢者を中心に利用されています。

今後も認知症高齢者を介護する家族介護者を支援するため、継続して実施します。

④ 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業

認知症高齢者を介護する家族介護者への支援を充実するため、近隣者が訪問し話し相手となり、家族介護者の外出や休息の支援を図る事業の導入について検討します。

⑤ 認知症高齢者見守り事業

地域における認知症高齢者の見守り体制を構築するため、認知症に関する広報・啓発活動を行い、徘徊高齢者を早期に発見できる仕組の検討、また認知症高齢者に関するボランティア等による見守りのための訪問などを行うことについても、実施を検討します。

　　

　　⑥ 認知症サポーターの養成

　　　　「認知症サポーター」は、日常生活の中で認知症の人と出合ったときに、その人の尊厳を損なうことなく、適切な対応をすることで、認知症の人や介護家族を見守り、応援する人です。厚生労働省では、「認知症を知り地域を作るキャンペーン」の一環として、100万人の認知症サポーターの養成を目指しています。

豊丘村においても、認知症の高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりを目指し、認知症サポーターの養成に努めていきます。

３　認知症高齢者の権利擁護

高齢者の権利擁護業務は従前より地域包括支援センターで行って行ってきたところですが、平成21年度から地域支援事業として具体的な権利擁護費用の予算化をします。
高齢者等が地域生活に困難を抱えた場合、地域住民・民生児童委員・介護支援専門員等と連携をとりつつ、自らの権利を理解し、行使できるような支援を実施します。

認知症等によって判断能力の低下がみられる場合には、適切な介護サービスの利用や金銭的管理、法律的行為などの支援につなげるため、成年後見制度等を視野にいれた総合相談業務を実施します。

第５節　居宅における介護者の支援　　　　　　　　　　　　　　　　　
介護が必要となったとき、住み慣れた居宅で介護を受けたいと考えている方が多く、直接介護をする家族の負担も大きくなっています。

今後も居宅での介護（在宅福祉）を推進する観点から、これまでの家族介護支援のための各種事業を地域支援事業のメニューとして位置づけ、積極的に介護者への支援を行います。
１　介護者の交流事業の推進

介護の悩みや工夫を介護者同士が話し合い、お互いに理解を深め、そのことが介護者同士の支え合いにもつながっています。また利用しているサービスについての問題が明確になり、今後も学習会や交流の機会の充実を図り、サービスの質の向上の面でも問題解決を行っていきます。

家族を介護から一時的に解放し、介護者相互の交流により元気回復を図り、また介護者自身の健康づくりを進めていくための「介護者リフレッシュ事業」、介護者の日頃の悩みや、意見交換する場として地区別に開催する「介護者ふれ合い相談事業」は継続して推進します。

２　家族介護慰労事業（介護慰労金支給事業）

要介護高齢者（要介護3以上）を在宅において6ヶ月以上介護している介護者に、介護慰労金として年額30,000円を贈呈しています。
３　家族介護用品購入費の支給
介護用品（紙おむつ･尿取りパット）の購入費用について月3,000円を上限に助成しています。上限額の引き上げを希望する介護者が多くなっている状況も踏まえ、支給額の拡大について検討します。

４　地域包括支援センターでの相談・支援
地域包括支援センターを相談窓口とし、介護者を支援する各種事業の利用調整や相談活動を実施します。また、要介護認定調査などの訪問時には介護者の健康状態の把握なども行います。

第６節　介護保険対象サービスの見込み　　　　　　　　　　　　　　　
介護が必要な高齢者の増加は今後も予測されるところです。
介護を要する状態になっても、できる限り住み慣れた自宅・地域で日常生活を営めるよう、利用者が必要としている介護サービスを、総合的・一体的に提供します。
　施設／地域密着型／居宅サービス関係　

１　介護保険施設

① 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

特別養護老人ホームは、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話・機能訓練・健康管理及び療養上の世話を行う施設です。

第4期計画期間においては大規模な施設整備の計画はありませんが、村内においても待機者は30名余と依然として多く、実際の利用者数は微増で推移していくと予測されます。

② 介護老人保健施設

老人保健施設は、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設です。健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とした施設です。

平成16年度に村内に定員80名の老健施設が開所しました。村内の利用者数は平成20年10月現在で1ヶ月に31人となっています。平成20年12月には予定されていた20名の増床整備が完成しましたし、飯伊圏域においても第4期計画期間中に50名の増床整備が予定されていることから、今後の利用者数は増加が予測されます。
③ 介護療養型医療施設（療養病床など）

介護療養型医療施設は、療養上の管理・看護・医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とした施設です。

村内に施設はありませんが平成16年度末に隣町に施設整備がされて以降、徐々に利用者が増加してきており、平成20年10月現在で14人となっています。飯伊圏域においても第4期計画中に20名の増床整備が予定されていることから年度毎の利用者の増加が見込まれます。また、この介護療養型は平成23年度をもって廃止となり、介護老人保健施設か医療施設へ移行されていくことになり、近隣の介護療養型医療施設の動向に注目していく必要があります。

④ 各年度のサービス利用者数の見込み

介護保険3施設の各年度におけるサービス量（利用者数）は、平成20年度までの利用状況と、今後の飯伊圏域における施設整備予定、また国の示す参酌標準を考慮して見込んでいます。

各施設サービスともに利用者は増加すると予測され、平成23年度においては3施設うち、要介護4以上の入所者が占める割合は72.0%と見込まれます。
各年度・サービス毎の利用者数については、次のとおりです。

○ 各施設サービスのサービス見込量

	区　　分
	20年度
	21年度
	22年度
	23年度
	24年度
	26年度

	要介護1～5の認定者数（見込み）
	278人
	283人
	285人
	300人
	288人
	295人

	3施設サービス利用者数
	69人
	75人
	75人
	75人
	63人
	63人

	　
	介護老人福祉施設
	26人
	28人
	28人
	28人
	30人
	30人

	
	介護老人保健施設
	28人
	30人
	30人
	30人
	33人
	33人

	
	介護療養型医療施設
	15人
	17人
	17人
	17人
	
	

	施設利用者対する要介護4～5の者割合見込み
	73.9%
	72.0%
	72.0%
	72.0%
	69.8%
	69.8%


○ 要介護度別 3施設サービス利用者数の見込
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２　地域密着型サービス

「地域密着型サービス」は、認知性高齢者や一人暮らし高齢者の増加等を踏まえ、高齢者が要介護状態となってもできる限り住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から、原則として日常生活圏域内（豊丘村においては村内）でサービスの利用及び提供ができるよう、平成18年度から新たに類型化されたサービスです。

市町村（保険者）が事業所の指定や指導監督を行い、原則として当該市町村の被保険者（住民）のみが保険給付の対象となります。また、指定に当っては地域密着型サービス運営委員会（地域包括支援センター運営協議会が兼務）を組織し、その委員会に諮って指定することとされています。

対象となるサービスとして、6種類のサービスがありますが、豊丘村において利用が見込まれるものは次の認知症共同生活介護のみです。

① 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

要介護者で認知症の状態にある高齢者が共同して生活を営む中で、入浴や排泄・食事などの介護やその他の日常生活上の世話および機能訓練を行う施設です。

平成18年2月に社会福祉法人が河野地区に定員9名のグループホームを開所してから利用者は増加しています。また第4期計画中に飯伊圏域において定員9名の施設整備が3施設予定されており、平成21年度以降も施設利用者の増加が予測されます。
	区　　　分
	20年度
	21年度
	22年度
	23年度

	サービス見込量
	11人
	13人
	13人
	13人

	必要利用定員総数
	11人
	13人
	13人
	13人

	村内(日常生活圏域内)施設数
	1箇所
	1箇所
	1箇所
	1箇所

	村内(日常生活圏域内)定員数
	9人
	9人
	9人
	9人


· 上記のサービスのほかに、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護などがありますが、利用見込みや対象施設がないため第4期計画には予定していません。
· ３　居宅サービス等

要介護認定者見込数から施設サービス・地域密着型サービス利用者の利用見込みを踏まえ、さらに介護サービス未利用者を考慮した、サービス利用者見込数は次のとおりです。

居宅サービス等受給者数の推計（要支援1・2は介護予防サービス）
	区分・年度
	20年度
	21年度
	22年度
	23年度

	要介護１
	51人
	52人
	53人
	55人

	要介護２
	60人
	58人
	58人
	61人

	要介護３
	46人
	44人
	45人
	48人

	要介護４
	30人
	28人
	29人
	31人

	要介護５
	27人
	26人
	27人
	29人

	総　　数
	214人
	208人
	212人
	224人


居宅サービス量の推計においては、上記の要介護1～要介護5認定者の推計数と平成18～20年度の利用実績を基に、今後の利用者の増加、1人当りサービス利用率の増加割合等における今後の利用意向等を考慮して需要の伸びを見込みました。また、需要の増大に対する今後の供給量の確保の見通し等も勘案してサービス量を設定しています。

（１）介護給付サービス

① 訪問介護　　　　　　　　　　　　　　　　　② 訪問入浴介護
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③ 訪問看護　　　　　　　　　　　　　　　　　④ 訪問リハビリテーション
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⑤ 通所介護  (デイサービス) 　　　　　　　　⑥ 通所リハビリテーション(デイケア)
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⑦ 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) 
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⑧ 居宅療養管理指導　　　　　　　　　　　⑨ 特定施設入居者生活介護
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⑩ 福祉用具貸与　　　　　　　　　　　　　⑪ 居宅介護支援
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⑫ 居宅介護福祉用具購入　　　　　　　　　⑬ 居宅介護住宅改修
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利用希望者に対して、民間事業者より必要なサービス量が提供されており、利用者は今後も横ばいに推移すると見込まれます。

　予防給付サービス　
１　介護予防地域密着型サービス

「介護予防地域密着型サービス」も、平成18年度から新たに類型化されたサービスであり、趣旨等は「地域密着型サービス」の項において記載したとおりです。

対象となるサービスとして3種類のサービスがありますが、豊丘村において利用が見込まれるものは、認知症対応型共同生活介護となっています。

1 介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護についても、認知症対応型共同生活介護と同様に認知症高齢者を中心に利用が見込まれます。平成20年度までに利用はありませんが、要介護認定の状況、今後の需要を考慮しながら、1ヶ月当り1名程度の利用を見込みました。

	区分・年度
	20年度
	21年度
	21年度
	23年度

	サービス見込量（1ヶ月当り）
	―
	1人
	1人
	1人

	村内(日常生活圏域内)施設数
	―
	1箇所
	1箇所
	1箇所


※上記のサービスのほかに、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型通所介護などがありますが、利用見込みや対象施設がないため第4期計画には予定していません。
２　介護予防サービス等

要支援1・2認定者見込数から地域密着型サービス等の利用者の利用見込みを踏まえ、さらに介護予防サービス未利用者を考慮した、サービス利用者見込数は次のとおりです。

介護予防サービス等受給者数の推計
	区分・年度
	20年度
	21年度
	22年度
	23年度

	要支援１
	30人
	32人
	33人
	34人

	要支援２
	33人
	34人
	36人
	38人

	総　数
	66人
	66人
	69人
	72人


介護予防サービス量の推計においては、上記の要支援1～要支援2の受給者数の推計数と平成18～20年度の要支援・要介護1認定者の利用実績を基に、今後の要支援1・2認定者や利用者の増加、1人当りサービス利用率の増加割合等における今後の利用意向等を考慮して需要の伸びを見込みました。

① 介護予防訪問介護　　　　　　　　　　　　②介護予防訪問入浴介護



③ 介護予防訪問看護　　　　　　　　　　④ 介護予防訪問リハビリテーション



⑤ 介護予防通所介護　　　　　　　　　　　　⑥ 介護予防通所リハビリテーション

　　
⑦ 介護予防短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ) 


⑧ 介護予防居宅療養管理指導　　　　　　　⑨ 介護予防特定施設入居者生活介護


⑩ 介護予防福祉用具貸与　　　　　　　　　　⑪ 介護予防支援



⑫ 特定介護予防福祉用具購入　　　　　　　　　⑫介護予防住宅改修


第７節　介護保険事業に係る費用の見込み　　　　　　　　　　　　　　
これまで記載してきたサービス見込量をもとに推計した、居宅・地域密着型・施設・介護予防・地域密着型介護予防サービスの給付費見込額は以下のとおりです。
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第８節　地域支援事業の見込み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進し、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化するために地域支援事業を行います。
①　介護予防事業の対象者の把握

生活機能が低下した高齢者を早期に把握し、要支援・要介護状態へ移行することを防止する取組は、要介護者の増加が予想される中で重要な課題です。事業対象者は地域包括支援センターにおいて、はつらつデイサービスの委託先である社会福祉協議会や民生児童委員、保健衛生係保健師等との連携を密にしながら、対象者の把握に努めます。

②　地域包括支援センターの適切な運営

第3節の高齢者の自立支援においても記載しましたが、地域包括支援センターは、その活動を通じて地域包括ケアを実現し、「地域包括支援体制」の構築のために、次の基本機能を担うこととなります。

○ 共通的支援基盤の構築

　　地域における、総合的・重層的なサービスネットワークの構築。

○ 総合相談支援・権利擁護

　　高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問等を実施して実態を把握し必要なサービスにつなぐこと。

　　高齢者虐待の防止など高齢者の権利擁護に努めること。

○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援

　　高齢者に対し包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう、地域における多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援すること。

○ 介護予防ケアマネジメント

　　介護予防事業や新たな予防給付が効果的かつ効率的に提供されるよう、適切なマネジメントを行うこと。

地域包括支援センターの運営にあたっては、地域の関係者全体で協議・評価していくことが重要となります。そのため、村内の地域包括ケアにかかわる様々な関係者が参画する「地域包括支援センター運営協議会」を設置し、地域包括支援センターの公正・中立性の確保しつつ、その円滑かつ適正な運営が図られるよう努めます。運営協議会は、地域包括支援センターと地域社会の間をつなぐという重要な役割も担いますので、必要に応じて随時開催するとともに、前述の事項に限らず、地域の介護サービス体制の確立のために必要される施策や事項については、積極的に運営協議会に諮り、関係者との意見・情報の交換や合意形成の場として活用していきます。

　

③　地域支援事業及び予防給付の実施による達成状況の点検・評価

介護保険事業計画作成後、地域包括支援センター運営協議会において、一定の期間を経過した時点での事業評価を行うよう努めます。各年度において、地域支援事業における介護予防事業の実施により、どの程度要支援・要介護状態への移行が防止できたか、また予防給付の実施により、どの程度要介護2以上への移行を防止することができたかなどの達成状況を評価・分析することとします。事業の点検・評価は、成果を出すために最適な事業であり、介護予防が必要な高齢者に適切な事業が提供できているか、できていなければ何が問題なのかを明らかにして、その改善が図られるよう努めます。

④　地域支援事業の見込量並びに費用額、見込み量確保のための方策

各年度における地域支援事業の事業量の見込み並びに事業に要する費用の額及びその見込量の確保のための方策等は次のとおりです。

地域支援事業の見込量確保のための方策

	事　　業　　名　　
	見込量確保ための方策

	介　護　予　防　事　業
	特定高齢者施策
	特定高齢者把握事業
	地域包括支援センターにおいて、保健衛生係保健師等との連携、村内医院の医師等との連携等の方法により実施

	
	
	通所型介護予防事業
	はつらつデイサービス登録者を中心に把握された特定高齢者を対象に、介護予防拠点施設への通所により、運動器の機能向上や口腔機能の向上等に効果があると認められる事業を実施

事業実施は社会福祉協議会へ委託

	
	
	訪問型介護予防事業
	特定高齢者把握された、閉じこもり・認知症・うつ等の恐れのある、またはその状態にある特定高齢者を対象に、生活管理指導事業を担当していた訪問保健師が居宅等を訪問し、相談・指導を実施

	
	
	介護予防特定高齢者施策評価事業
	介護保険事業計画において定める「介護予防事業の効果による要介護認定者数の目標値」に対する達成状況の検証を、地域包括支援センターにおいて行い、介護予防特定高齢者施策の事業評価を実施

	
	一般高齢者施策
	介護予防普及啓発事業
	地域包括支援センターにおいて、介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するための活動を実施

	
	
	地域介護予防活動支援事業
	介護予防に資する地域活動組織の育成・支援のため、高齢者の生きがいと健康づくり事業や、地域支え合いモデル事業等を実施

	
	
	介護予防一般高齢者施策評価事業
	地域包括支援センターにおいて、事業評価項目を設定し、プロセス評価を中心に事業評価を実施


	包括的支援事業
	介護予防ケアマネジメント事業
	地域包括支援センターを村直営で役場庁舎内に設置し、介護予防ケアマネジメント事業、総合相談／権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント事業を実施

センターの職員は保健師・主任ケアマネージャーの3名を配置

	
	総合相談支援・権利擁護事業
	

	
	包括的・継続的マネジメント事業
	

	任　意　事　業
	介護給付等費用適正化事業
	地域包括支援センター運営協議会等を活用し、利用者に適切なサービスを提供できる環境整備や、介護給付費の適正化を図るための事業を福祉係と連携して実施

	
	家族介護支援事業
	家族介護教室
	社会福祉協議会において実施している「介護者ふれあい相談事業」等を活用し、要介護高齢者を介護する家族に対し、適切な介護知識・技術を習得するための指導を保健師等が実施

	
	
	認知症高齢者見守り事業
	地域における認知症高齢者の見守り体制を構築するため、認知症に関する広報・啓発活動、徘徊高齢者を早期に発見できる仕組みの構築・運用、知識のあるボランティア等による見守りのための訪問など、増加が見込まれる認知性高齢者に対応した取組を検討

	
	
	家族介護継続支援事業
	従前より実施している「介護用品支給事業」、「介護者リフレッシュ事業」を社会福祉協議会に委託して継続して実施

要介護3以上の認定者を在宅において介護している者に支給している介護慰労金については、年額30,000円を継続して実施

	
	その他事業
	成年後見制度利用支援事業
	低所得高齢者に係る成年後見制度の申し立てに要する経費・報酬等の助成を必要に応じて実施

	
	
	地域自立生活支援事業
	高齢者の地域における自立した生活を継続させるため、高齢者居宅への生活援助員の派遣、また栄養改善が必要な高齢者に対してヤクルトサービスを活用し、安否の確認も含めて状況の把握を実施


○　地域支援事業の見込量及び費用見込額
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第９節　円滑な介護サービスの提供・介護保険の運営　　　　　　　　　
要介護・要支援認定者やその介護者の利用意向に沿ったサービス基盤整備や、利用者が安心してサービスを受けられる環境整備などは、行政として積極的に取り組まなければならない課題です。
今後も介護保険制度の円滑な実施に向けた体制整備を図ります。

１　介護サービス供給量の確保策

① 在宅サービス

在宅サービスでは、ほとんどのサービスが供給量を確保できているのが現状です。第3期計画期間の村内においては、既存の老人保健施設で20名の増床整備が実施され、民間事業者によってサービスの充実が図られました。
今後も認知性高齢者の増加が予測されますので、認知症対応型グループホームや宅幼老所などの小規模ケア施設の利用意向に対して、この先供給量が不足してくることも予想されます。事業者による供給体制の充実の働きかけ、新規参入の誘致と地域介護・福祉空間整備交付金やコモンズハウス支援事業を活用した施設整備等により、サービスの供給量の確保に努めます。

その他のサービスについても、今後供給量の不足が予測される場合は、サービス事業者と連携をとりながら、供給量の確保が図られるよう努めます。

② 地域密着型サービス

「地域密着型サービス」は、高齢者が要介護状態となってもできる限り住み慣れた地域で生活を継続できるように、原則として日常生活圏域内（豊丘村においては村内）でサービスの利用及び提供がされています。
計画では認知症対応型共同生活介護サービスを見込んでいますが、その他のサービスについても利用意向を把握し、民間事業所やＮＰＯ法人との連携を図りながら誘致等を検討していきます。
③ 施設サービス

施設サービスの供給量については、飯伊圏域全体での目標に基づき整備されています。第3期計画期間における施設整備により、特別養護老人ホームについては現状942床が確保されているところですが、村内における待機者は依然として30名余いるのが現状です。施設サービスの基盤整備は、引き続き圏域内での重要な課題となっています。地域密着型サービスの必要性も考慮し、今後も飯伊圏域内の近隣市町村や県と連携をとりながら、広域的な整備を検討していきます。

２　介護サービスの質の向上・苦情処理
① 地域における介護保険サービスの質の向上

地域包括支援センターを中心として、地域における介護保健サービス事業者間との連絡会や居宅介護支援事業者連絡会を開催し、担当ケアマネージャーからの情報を収集してサービス提供事業者の状況を把握し、必要に応じて事業所への指導等を行います。
介護支援専門員の質の向上については、飯伊圏域及び飯伊北部5町村で開催している、介護支援専門員連絡会に出席し、サービス向上のための研修を行います。
② 苦情処理の体制

第一次的に介護サービスに対する苦情を受けて処理を図ることは保険者の責務であることから、苦情を迅速かつ適切に処理するため、地域包括支援センターに苦情相談窓口を設置して対応します。
苦情処理の内容について、関係各機関への処理依頼が必要な案件に該当するかを確認し、制度の不理解に起因するものは保険者の責務として十分な説明を行い申し立て者の理解を得るよう努めます。

関係各機関への処理依頼が必要と判断した案件については、書面により申し立てを受付け必要な措置を講じることとします。

３　適正な要介護認定の実施
現在、南信州広域連合において介護認定審査会を共同で設置し、要介護認定を実施していますが、要介護認定は保険者の行う重要な事務として位置づけられています。

介護保険の適正な運営には的確な要介護認定が必須ですので、県及び広域連合で開催する認定調査員研修等で積極的に研修を行い、適正な調査が実施されるよう努めます。

今後も南信州広域連合認定審査会との連携を密にして、早期認定処理のための取組みついても推進します。

４　低所得利用者対策の推進
国庫補助事業の「社会福祉法人による生活困難者に対する利用者負担の減免措置事業」を積極的に活用し、低所得サービス利用者の負担の軽減が図られるよう、該当する社会福祉法人の協力を得ながら低所得利用者対策を推進します。

(1)保険料の軽減

豊丘村では一層の低所得者対策を推進するため、保険料の7段階制（国の標準は6段階）を実施しています。また、税制改正に伴う介護保険料の激変緩和措置の継続も行ってきました。平成20年度で激変緩和措置が終了し、税制改正の影響を受けた方の保険料が大幅に上昇する場合も起こってきます。

第4期計画では、現行の保険料の多段化（7段階）を被保険者本人の所得に配慮する、よりきめ細やかな段階（9段階）に設定します。
[image: image10.emf]所得段階 対　　　　象　　　者

基準に対

する割合

基

準

生活保護受給者の方、老齢福祉年金受給者で世帯全員が村民税非

課税の方

第1段階 0.50

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

世帯全員が村民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計が80万円以下の方

世帯全員が村民税非課税の方で、第2段階に該当しない方

本人は村民税非課税で世帯員に村民税課税者がいる方で、本人の

前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

本人は村民税非課税で世帯員に村民税課税者がいる方で、本人の

前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が90万円未満の方

本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が90万円以上200万円

未満の方

本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上400万円

未満の方

本人が村民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の方

0.50

0.75

0.90

1.00

1.30

1.40

1.75

2.00


(2)利用料の軽減

また、福祉介護費などの村単独で現在行っている住民税非課税世帯を中心とした要介護認定者が利用する在宅サービスの利用者負担の軽減措置についても、支援の必要性を検討しながら継続して実施します。

利用者負担を「負担能力に関係なく全額、または一律に軽減」することは制度の趣旨からも不適切な部分もあるため、平成20年の介護報酬見直しに伴う利用者負担の増額も考慮し、保険料段階新第4・5段階（本人住民税非課税・世帯員住民税課税）の認定者が利用する短期入所サービスの利用者負担の軽減についても引き続き実施をします。

今後も在宅サービスの利用について支援が図られるような軽減措置を検討し、本当に支援が必要な利用者・世帯に対して軽減対策が講じられるような取組を推進します。

○　豊丘村介護保険利用者負担軽減対策

	要件等
	保険給付・補助対象事業

	
	生活困難者の減免

（社福法人1/4減免）
	特別地域加算の軽減措置
	特定入所者介護

サービス費給付

	軽減等対象者
	村民税世帯非課税のうち、特に生計困難者である者（世帯収入150万円以下）
	特例加算のあるサービス事業者のホームヘルプサービスを受ける者
	・住民票の世帯員全員が住民税非課税世帯で（所得金額＋年金収入）が80万円以下の者
・住民票上の世帯員全員が住民税世帯で上記に該当しない者

	軽減対象の

サービス
	(1)特別養護老人ホーム
(2)デイサービス
(3)ショートスティ
(4)ホームヘルプサービス
	(1)訪問介護サービス
	(1)特別養護老人ホーム
(2)老人保健施設
(3)介護療養型医療施設
(4)短期入所生活介護
(5)短期入所療養介護

	軽減等の内容
	利用者負担の1/4軽減
	15%加算分を公費負担
	利用者は各保険料段階によって決められた負担限度額を支払い、差額を保険給付

	軽減の方法
	村は社会福祉法人が減免した総額の1/2以下の助成
	村の助成はホームヘルプサービスを提供する事業者に対して行う
	基準額と限度額の差額を現物支給

	その他
	「特に生計困難者である者」とは単身世帯で年収150万円以下の者（2人世帯で収入200万円）

「利用負担」とは、介護負担、食事負担、日常生活負担
	現在は豊丘村社会福祉協議会の訪問介護サービスのみ
	平成17年10月の制度改正に伴い創設された補足給付


	要件等
	豊丘村単独軽減事業

	
	福祉介護費

（住民税非課税世帯の在宅サービス利用者負担1/2助成）
	福祉介護費

（短期入所拡大）
	通所デイ・通所リハの食費助成

	軽減等対象者
	特定入所者介護サービス費給付対象者
	本人が住民税非課税で、世帯員に住民税課税者がいる者 ※保険料新第４・５段階
	全ての通所デイ・通所リハの利用者

	軽減対象の

サービス
	在宅介護サービスの全て
	(1)短期入所生活介護
(2)短期入所療養介護
	(1)通所介護
(2)通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

	軽減等の内容
	利用者は5%負担。
	利用者は短期入所5%負担
	1食200円の助成

	軽減の方法
	利用者は10％の利用者負担をサービス提供者に支払い、1/2について村より助成を受ける
	利用者は10%の利用料をサービス提供者に支払い、1/2について村より助成を受ける
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰほほえみ・宅老所きずな・ﾃﾞｲｹｱはやしの杜の利用者は200円を減額した料金を各事業所に支払う。事業者は利用助成数×200円を村より助成を受ける
その他の施設については利用者は食費全額を事業所に支払い200円を村より助成を受ける

	その他
	他の利用料減免措置等で軽減を受けた場合はその差額を助成対象とする。
	介護慰労金支給額減額の財源を充当して、平成18年度より実施
	平成17年10月の制度改正に伴う経過措置

平成23年度に事業の検討

	運用期限
	平成24年3月まで
	平成24年3月まで
	平成24年3月まで


５　介護給付費適正化事業の取組み
現状においては、国民健康保険団体連合会において作成される介護給付データと医療給付データの突合による重複給付データや介護給付データの事業者間の重複チェックデータを中心に、請求内容の確認を事業所に対して行い、不適切な請求がある場合は是正を求めています。

今後、介護給付適正化に対する積極的な取組みが、保険者に対して求められることとなるため、ケアプランチェック・介護給付費通知など給費の適正化に資する事業について必要性を検討し、状況に応じて導入します。

６　利用者に対するサービス利用の支援

利用者の自身にあった適切なサービスの利用を推進するため、広報誌「とよおか」やケーブルテレビによるサービス事業者に関する情報や、相談窓口利用等の介護保険情報の提供に努めます。

また、成年後見制度などの今後取り組むべき新たな課題に対しては、地域包括支援センター・福祉係・地方法務局等の関係機関と連携し、法定後見・任意後見などの制度を幅広く普及させるための取り組みを検討します。

７　事業者との連携の確保

地域包括支援センターが多くのサービス提供事業者との連携をとり、必要に応じて事業者相互間の情報交換のための機会を設けるなどして、サービスの質の向上や、供給量の確保などに役立つ取り組みを推進します。

第２章　高齢者保健福祉に関する行政等の体制
第１節　高齢者保健福祉の推進体制　　　　　　　　　　　　　　　　　
介護保険制度をはじめとする高齢者保健福祉サービスは、高齢者に対して総合的・一体的に提供することが必要です。全てのサービス利用希望者に対して必要なサービスが提供できるよう、介護予防・生活支援・介護サービス提供・介護保険運営などの役割を明確にし、常に連携がとれる体制について地域包括支援センターを中核に整備を推進します。また保健・医療・福祉の一体的な対応が求められていることから、高齢者・障害者を総合的に支える地域支援体制整備もあわせて推進します。

要介護・要支援認定者やその介護者の利用意向に沿ったサービス基盤整備や、利用者が安心してサービスを受けられる環境整備などは、行政として積極的に取り組まなければならない課題です。
今後も介護保険制度をはじめとした諸施策の円滑な実施に向けた体制整備に努めます。

１　地域包括支援センター運営協議会

従前より開催されてきました高齢者保健福祉のための連絡会議「地域ケア会議」については、地域包括支援センター運営協議会との統合を検討し、総合的な保健福祉のための体制づくりを推進します。
この協議会は、村内開業医院・高齢者保健福祉担当者・介護保険運営担当者・地域在宅介護支援センター・介護保険施設・在宅サービス提供事業者・居宅介護支援事業者の代表者で構成し、必要に応じて随時開催することとします。
地域ケア会議の業務を引き継ぎ、地域包括支援センター運営協議会においても、次のような事例の調整を行います。
　(1) 保健師等の訪問、相談活動を通じての援護を必要とする者のニーズの把握

　(2) 福祉・保健・医療等の連携を図るための要援護老人・障害者等情報の共有
　(3) 高齢者や障害者の健康状態、経済状態、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立
　(4) 入所判定委員会の行う入所措置の要否判定に係る情報提供等 

　(5) 精神・難病等の疾患を持つ処遇困難な高齢者や障害者に係る保健所との連携 

　(6) 介護保険施設・在宅サービス機関及び介護支援専門員への指導・支援・連携及び調整 

　(7) 要支援要介護認定及び各種サービス調整等に関する総合相談及び情報提供
２　総合相談窓口の充実

相談業務は、ケアマネージメントの最初の入口であり、地域包括支援センターにおいて必要な相談・情報収集が実施されます。今後も多種多様な相談業務に対し円滑な対応を図るとともに、関係各担当者との連携を密にして、より迅速かつ適切な対応を実施します。
第２節　計画の達成状況の点検・評価　　　　　　　　　　　　　　　　
介護保険事業者計画・高齢者福祉計画は平成23年度までの3ヵ年の計画とされたところです。この計画策定にあたり設置された、介護保険事業計画策定委員会を地域包括支援センター運営協議会に移行し、センターの運営に関する諸施策の運営協議とあわせて、第4期計画の進行状況の確認及び第5期計画見直しを行うための協議会としての機能もあわせ持ち会議を定期的に開催します。

特に第3期計画より創設された地域支援事業における介護予防事業の実施により、どの程度介護予防事業の効果が得られたかなどの状況を評価・分析を実施します。

第３節　関係団体との連携　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　国・県・南信州広域連合との連携

国・県・南信州広域連合と連携・協力しながら、豊丘村の特性にふさわしい総合的保健福祉対策に対応のできる仕組みづくりに取り組みます。

２　社会福祉協議会との連携

社会福祉協議会は、地域に根ざした民間団体として、地域社会の福祉の充実を目的とした企画や事業を実施しています。また、福祉の村づくりに資する諸施策を、村からの事業費負担金等を財源に行っています。地域社会における多様な住民要求を集約できる中核的な組織であり、今後も住民の生の声に対応できるよう、社会福祉協議会と連絡・調整を緊密にとり、高齢者保険福祉事業・介護保険サービス事業をはじめとした様々な事業を推進します。


介護保険事業計画・老人保健福祉計画策定委員
	職　　　　　名
	氏　　　　　名

	学識経験者

（1名）
	議会社会文教委員長
	唐澤　啓六

	保健・医療・福祉関係者

（7名）
	民生児童委員会長
	小池　文男

	
	医師代表
	小澤　眞嗣

	
	社会福祉協議会会長
	大澤　俊郎

	
	社会福祉協議会ケアマネージャー
	古田　恵子

	
	宅老所　きずな　代表
	城下　武男

	
	社会福祉法人　みなみ信州　　　　施設長
	園原　幸子

	
	介護老人保健施設　はやしの杜

支援相談員
	田崎　由紀

	住民・被保険者代表

（5名）
	高齢者クラブ連合会長
	壬生　春人

	
	介護者代表
	池田　義雄

	
	介護者代表
	唐澤　美代子

	
	公募委員
	上沼　美幸

	
	公募委員
	森田　節子

	計
	13名


利用の増加が見込まれますが、村外の事業者からの提供も増加していることから、供給量は確保できる見込みです。
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介護予防サービス


サービス種類�
月　平　均


利用人数�
1人月平均


利用回数�
�
予防訪問介護�
7人�
1回�
�
予防訪問看護�
3人�
2回�
�
予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ�
5人�
4回�
�
予防居宅療養管理指導�
2人�
2回�
�
予防通所介護�
19人�
1回�
�
予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ�
16人�
1回�
�
予防特定施設入居者生活介護�
1人�
1回�
�
介護予防福祉用具貸与�
11人�
―�
�
住宅改修�
1人�
―�
�
介護予防支援�
49人�
1回�
�









養護老人ホーム措置入所者数


施　設　名�
20年3月�
20年10月�
�
信濃寮（飯田市）�
9人�
10人�
�
ハートヒル川路（飯田市）�
1人�
1人�
�
光の園（下條村）�
1人�
1人�
�







































世帯形態�
人�
仕事�
人�
年金�
人�
自宅�
人�
交通手段�
人�
健康診断�
人�
�
独居�
3�
農業�
20�
国民�
15�
持ち家�
125�
自分で運転�
109�
村健診�
52�
�
2人暮らし�
41�
会社員�
17�
厚生�
78�
�
�
バイク�
2�
職場�
12�
�
同居�
81�
パート�
8�
共済�
12�
�
�
免許無し�
14�
人間ドック�
16�
�
�
�
主婦�
6�
不明�
20�
�
�
�
�
医療受診時�
2�
�
�
�
その他�
29�
�
�
�
�
�
�
無し�
43�
�
�
�
不明�
45�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






�





　　　　　　介護者との関係　


�　　　


�





�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
年�
死亡�
介護保険利用者�
　�
年　　代　　別�
�
�
�
�
利用者/死亡�
～64歳�
65歳～74歳�
75歳～84歳�
85歳～�
�
�
�
�
�
人数�
介護保険利用�
人数�
介護保険利用�
人数�
介護保険利用�
人数�
介護保険利用�
�
１４年�
86人�
46人�
53.8%�
10人�
2人�
12人�
3人�
30人�
12人�
34人�
29人�
�
１５年�
77人�
36人�
46.7%�
8人�
0人�
7人�
1人�
33人�
16人�
29人�
19人�
�
１６年�
81人�
48人�
59.3%�
9人�
0人�
13人�
2人�
29人�
18人�
30人�
28人�
�
１７年�
58人�
40人�
69.0%�
8人�
0人�
5人�
3人�
20人�
15人�
25人�
22人�
�
１８年�
73人�
48人�
65.8%�
6人�
1人�
6人�
2人�
31人�
19人�
30人�
26人�
�
１９年�
80人�
58人�
72.5%�
4人�
1人�
6人�
1人�
34人�
22人�
36人�
34人�
�
２０年�
81人�
46人�
56.8%�
5人�
0人�
11人�
2人�
29人�
16人�
36人�
28人�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






新規2号申請者の状況�
�
�
�
�
�
�
�
�
　�
要支援1�
要支援2�
要介護１�
要介護２�
要介護３�
要介護４�
要介護５�
計�
�
11年（制度制定前）�
　�
　�
脳出血3�
脳出血１�
　�
　�
脳出血１�
　�
�
�
�
　�
リウマチ1�
　�
　�
　�
　�
6�
�
12年�
　�
脳出血１�
脳出血１�
　�
　�
　�
　�
2�
�
13年�
　�
　�
　�
　�
　�
　�
　�
0�
�
14年�
　�
　�
認知症1�
リウマチ1�
　�
　�
　�
　�
�
�
�
　�
　�
神経難病1�
パーキンソン1�
　�
脳出血１�
5�
�
15年�
　�
　�
　�
　�
脳出血１�
　�
脳出血１�
　�
�
�
�
　�
　�
　�
脳梗塞（透析）1�
　�
癌1�
4�
�
16年�
　�
　�
　�
脳出血１�
　�
　�
　�
　�
�
�
�
　�
　�
神経難病1�
　�
　�
　�
2�
�
17年�
　�
　�
閉塞性動脈硬化症1�
　�
　�
糖尿病1�
脳出血１�
3�
�
18年�
　�
　�
　�
　�
　�
脳出血１�
　�
1�
�
１９年�
　�
　�
　�
　�
　�
脳出血１�
　�
1�
�
２０年�
　�
脳出血１�
　�
　�
　�
　�
　�
1�
�












�





年度�
独居高齢者�
高齢者世帯�
その他世帯�
計�
�
19年度調査�
5%�
21%�
73%�
100%�
�
16年度調査�
4%�
17%�
79%�
100%�
�






介護度�
要支援１�
要支援２�
要介護１�
要介護２�
要介護３�
要介護４�
要介護５�
計�
平均年令�
�
脳血管疾患�
　�
　�
　�
　�
　�
　�
　�
�
　75.5�
�
脳出血�
　�
1�
　�
1�
3�
1�
2�
8�
73�
�
脳梗塞�
　�
1�
1�
2�
1�
2�
　�
7�
78�
�
パーキンソン�
　�
　�
　�
　�
　�
　�
　�
0�
　�
�
骨折・関節�
4�
4�
3�
5�
3�
1�
1�
21�
82�
�
認知症�
1�
　�
3�
8�
3�
3�
　�
18�
85�
�
その他�
　�
3�
6�
3�
2�
3�
2�
19�
80�
�
計�
5�
9�
13�
19�
12�
10�
5�
73�
　�
�
割　合�
6.8%�
12.3%�
17.8%�
26.0%�
16.4%�
13.7%�
6.8%�
100%�
　�
�






本サービスの利用者数は横ばいで、今後も同水準で推移する見込みです。





　�
　�
平成12年�
平成15年�
平成18年�
平成19年�
平成20年�
�
要支援�
要支援１�
17�
140�
19�
135�
19�
205�
40�
182�
29�
184�
�
�
要支援２�
�
�
�
�
17�
�
33�
�
33�
�
�
経過的要介護�
�
�
�
�
19�
�
　�
�
　�
�
�
要介護１�
75�
�
73�
�
95�
�
49�
�
57�
�
�
要介護２�
48�
�
43�
�
55�
�
60�
�
65�
�
�
要介護３�
38�
112�
40�
151�
45�
169�
48�
165�
59�
161�
�
要介護４�
44�
�
54�
�
54�
�
62�
�
51�
�
�
要介護５�
30�
�
57�
�
70�
�
55�
�
51�
�
�
計�
認定率�
252�
12.9%�
286�
14.0%�
374�
18.2%�
347�
16.9%�
345�
16.8%�
�
新規認定者数�
　�
57 �
　�
61 �
　�
84 �
　�
86 �
　�
73 �
�
介護保険利用死亡数�
　�
　�
　�
36 �
　�
48 �
　�
58 �
　�
　　　46�
�
全死亡者�
　�
　�
　�
77 �
　�
73 �
　�
80 �
　�
81�
�
　�
（認定者数は2号被保険者を含む）�
�






�





















































本サービスの利用者数は横ばいで、今後も同水準で推移する見込みです。











介護サービス


サービス種類�
月　平　均


利用人数�
1人月平均


利用回数�
�
訪問介護�
43人�
22回�
�
訪問入浴介護�
6人�
5回�
�
訪問看護�
30人�
4回�
�
訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ�
12人�
3回�
�
居宅療養管理指導�
23人�
2回�
�
通所介護�
104人�
7回�
�
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ�
85人�
5日�
�
短期入所生活介護�
13人�
33回�
�
短期入所療養介護�
20人�
14回�
�
特定施設入居者生活介護（介護専用型以外）�
5人�
1回�
�
福祉用具貸与�
105人�
―�
�
特定福祉用具販売�
2人�
―�
�
住宅改修�
3人�
―�
�
認知症対応型共同生活介護（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）�
10人�
1回�
�
居宅介護支援�
176人�
1回�
�
介護老人福祉施設　（特別養護老人ホーム）�
32人�
1回�
�
介護老人保健施設�
28人�
1回�
�
介護療養型医療施設�
16人�
1回�
�






これまでの要支援認定者の利用実績をもとに、今後も利用者は横ばいに推移するものと見込まれます。











要介護認定者のサービス計画は、横ばいから微増が見込まれます。





19年度からサービスの需要が高まってきており、利用量が増加してきました。現在の利用量は落ち着いてきていますが、今後も増加が見込まれます。





現在デイサービスにあわせて通所施設において入浴される高齢者が多くなっており、利用の増加が見込まれます。





本サービスの利用量は横ばいに推移しており、今後の利用量も横ばいから微増が見込まれます。





社協デイサービスセンターや宅幼老所など村内施設を中心に利用されています。村外施設の利用も増加する中で、利用者の増加が見込まれます。





20年度からサービス需要が高まり利用量が増加しました。今後の利用量は微増が見込まれます。





村内の老人保健施設を中心にサービスが利用されています。介護度の高い人の利用が増えています。今後の利用量は微増が見込まれます。





村内の医師等が家庭を訪問して療養指導を行っています。利用者は横ばいに推移する見込みです。





民間事業者による供給が行われております。利用者は横ばいから微増が見込まれます。





要支援2認定者の方を中心に利用されています。今後の利用者は横ばいに推移すると見込まれます。





20年度まで利用実績がないため、今後の利用もないと見込まれます。





要支援2認定者の方を中心に利用されています。今後の利用量は横ばいから微増が見込まれます。





要支援2認定者の方を中心に利用されています。需要は少しずつ増えており、今後の利用量は増加が見込まれます。








これまで要支援の認定者が利用するケースはほとんどありませんでしたが、20年度から需要が急激に高まりサービスが利用されました。今後の利用量は横ばいが見込まれます。





　本サービスの利用者数は横ばいで、今後も横ばいから微増が見込まれます。





　予防給付のサービス計画については、要支援認定者の増加に伴い、計画量も増加が見込まれます。





　利用希望者に対して、民間事業者より必要なサービス量が提供されると見込まれ、今後も同水準で横ばいに推移すると見込まれます。
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